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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年３月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉    

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 釣り客負傷 

発生日時 令和４年８月１４日 ０５時２０分ごろ 

発生場所 福島県いわき市四倉
よつくら

港 

四倉港東防波堤灯台から真方位０３１°６０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°０６.５′ 東経１４１°００.１′） 

事故の概要 遊漁船第八弘明
こうめい

丸は、出航中、高波を受けて釣り客１人が負傷し

た。 

事故調査の経過  令和４年８月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第八弘明丸、２.３トン 

ＦＳ３−６３１９（漁船登録番号）、福島県漁業協同組合連合会 

 ９.８０ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５４.００kＷ、平成２５年７月 

第２１０－６０８９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ３２歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２８年１０月６日 

  免許証交付日 令和４年６月１０日 

         （令和９年２月８日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（釣り客） 
 損傷 なし 
 気象・海象 気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：うねり 約３ｍ 

いわき市には、８月１２日０９時５４分に波浪注意報が発表され、

８月１４日０４時１７分に暴風警報から強風注意報に切り替わり、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客を右舷前部甲板に１人、左

舷前部甲板に１人、右舷後部甲板に１人、左舷後部甲板に２人を各々

座らせ、遊漁の目的で、令和４年８月１４日０５時１５分ごろ、四倉

港第一船だまりの定係地を出航した。 
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本船は、港口付近において、時折、うねりによる高波が発生してい

る状況下、０５時２０分ごろ、東防波堤先端付近を約２ノットの対地

速力で航行中、右舷前部から高波を連続して受け、２回目の高波を乗

り越えて船首が下方に向いたところに、３回目の高波が右舷前部から

打ち込んだ。 

船長は、船内に打ち込んだ高波で遮られた視界が回復して前部甲板

を確認すると、右舷前部甲板にいた釣り客１人が操舵室前面まで流さ

れて倒れ、血を流しているのを認めた。 

本船は、一旦、港外に出た後、すぐに反転して四倉港内に入航し、

船長が１１９番通報をして負傷した釣り客を救急車に引き継いだ。 

負傷した釣り客は、いわき市所在の病院に搬送され、右額挫創と診

断され、傷の縫合手術を受けた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、これまで、港口付近に高波が発生している状況で、出航し

たことはなかった。 

船長は、事前に天気予報を確認し、しだいに高波が収まるとの情報

であったので、出航さえできれば、遊漁に問題ないと思っていた。 

船長は、４.９トンの遊漁船が先行して港口を無難に通過した状況

を確認し、また、同船から港口だけ注意すれば、大丈夫である旨の連

絡を受けていたので、本船でも無難に航行できると思い、出航した。 

本船の遊漁船業業務規程には、出航中止基準として海上警報（風、

霧等）、波浪警報発表時及び事業者が危険を感じたときと規定されて

いたが、本事故当時は、警報の発表はなく、また、出航中止基準に波

高等が規定されていなかった。 

本事故当時、警報は発表されていなかったものの、本事故発生の約

１時間前に、暴風警報から強風注意報に切り替わったばかりであっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、約１時間前に暴風警報から強風注意報に切り替わったばか

りの時機に、四倉港港口付近において、時折、約３ｍの高波が発生し

ている状況下、船長が先行して出航した遊漁船からの情報を受けて本

船でも無難に航行できると思い、出航したことから、高波により前部

甲板が激しく動揺し、右舷前部から打ち込んだ高波で釣り客が倒され

て負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、約１時間前に暴風警報から強風注意報に切り替わったば

かりの時機に、本船が、四倉港港口付近において、時折、約３ｍの高

波が発生している状況下、船長が先行して出航した遊漁船からの情報
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を受けて本船でも無難に航行できると思い、出航したため、右舷前部

から打ち込んだ高波で釣り客が倒されたことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船の船長は、暴風警報から強風注意報に切り替わったばかり

の時機で、高波が発生している状況下においては釣り客の安全を

最優先に考え、気象及び海象について楽観的な見通しを持たず、

自船の航行性能等を勘案の上、適切に判断して出航を中止するこ

と。 

・遊漁船の船長は、自船の航行性能を勘案の上、波高等について、

明確な出航中止基準を設定しておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福島県 

いわき市 

小名浜港 

四倉港東防波堤灯台 

四倉港 

事故発生場所 

（令和４年８月１４日 

０５時２０分ごろ発生） 

福島県 

いわき市 

第一船だまり 
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写真１ 本船 

 

 


